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■  申４号 申し入れ項目 ■ 

１．今事象の時系列を明らかにすること。 

２．今事象において、電力社員に車両の対応を行わせた理由を明らかにするこ

と。また作業に伴う安全の担保を明らかにすること。 

３．庄内統括センターに検修社員を配置しない理由を明らかにすること。  

４．今事象において、新潟車両センターから検修社員を派遣しなかった理由を

明らかにすること。  

５．新潟車両センターから検修社員が派遣できない場合の取り扱いを明らかに

すること。  

２０２２年７月５日早朝酒田駅構内で「き電トリップ」が

発生しました。その際電力設備点検のため現場にいた電力社

員に車両屋根上作業を指示がされました。車両構造に対する

知識がない社員にパンタグラフ付近の屋根上作業を行わせる

ことは、命の危険があった可能性があります。また庄内統括

センター設置における団体交渉での会社回答とも逸脱してい

ます。 

東日本ユニオン新潟地本はＪＲ労働者の命と安全を守るた

めにも申４号を提出しました。 
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